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事業報告書  
（2024年 11月 1日～2025年 10月 31日） 

 

１．奨学金事業について 

2025年 4月より、指定校制の給付型奨学金事業を開始しております。 

概略は、つぎのとおりです。 

 

1）指定校 

 九州大学、熊本大学、長崎大学、鹿児島大学 

 

2）募集対象 

 原則として、指定校の新入学生 

 

3）応募資格 

 指定校の医学部医学科に在籍する学生および理工系の学部学科に在籍する学生

で、当財団の募集要項に定める要件を満たす者 

 

4）採用予定人数 

(1）(2）より合計 8名程度 

(1）医学部医学科 

指定校の医学部医学科に在籍する学生から 4名程度 

(2）理工系の学部学科 

指定校の理工系の学部学科に在籍する学生のうち 4名程度 

 

各指定校の医学部医学科・理工系の学部学科から、原則として各 1 名とします。 

また、各指定校の医学部医学科・理工系の学部学科から、それぞれ 1名の補欠の

応募が可能です。 

 

5）給付期間および給付金額 

給付期間…医学部医学科：6年間 

理工系の学部学科：4年間 

        給付期間は、各学部学科の正規の最短修学期間とします。 

給付金額…医学部医学科：月 4万円 

理工系の学部学科：月 4万円 
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2．採用実績 

当財団で当期に新規採用した奨学生は以下のとおりです。 

大学名 医学部医学科 理工系学部学科 合計 

九州大学 １名 １名 ２名 

熊本大学 １名 １名 ２名 

長崎大学 １名 １名 ２名 

鹿児島大学 １名 １名 ２名 

合計 ４名 ４名 ８名 

※原則 1年生を採用しているが、鹿児島大学の医学部医学科については、1年生の採用

候補者がいなかったため、3年生を新規採用しています。 
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3．理事会・評議員会の開催状況 

＜理事会＞ 

開催年月

日 

議案等 結果 

2025年 

1月 6日 

（書面） 

決議事項 

第1号議案 第1期（2024年8月20日から2024年10月31日まで）

事業報告および決算書承認の件 

第2号議案 評議員会招集の件 

 

可決 

 

可決 

2025年 

1月 21日 

（対面） 

決議事項 

議   案  英進館株式会社から受領する寄附金の件 

 

可決 

2025年 

5月 14日 

（書面） 

決議事項 

第1号議案 理事候補者2名選任の件 

第2号議案 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第

194条第1項の規定に基づく評議員会目的事項提案

（評議員会の決議の省略）の件 

 

可決 

可決 

 

2025年 

6月 10日 

（書面） 

決議事項 

第1号議案 定款一部変更の件 

第2号議案 各種規程一部変更の件 

第3号議案 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第

194条第1項の規定に基づく評議員会目的事項提案

（評議員会の決議の省略）の件 

 

可決 

可決 

可決 

2025年 

7月 22日 

（書面） 

決議事項 

議   案  寄附財産受入および直接取引承認の件 

 

可決 

2025年 

8月 31日 

（書面） 

決議事項 

議   案  2025 年奨学生の決定の件 

 

可決 

2025年 

10月 7日 

（対面） 

決議事項 

議   案  2025 年奨学生の決定の件第 3 期（2025 年 11 月 1 日

から 2026 年 10 月 31 日まで）事業計画書、収支予

算書並びに資金調達及び設備投資の見込みの承認の

件 

 

可決 
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＜評議員会＞ 

開催年月

日 

議案等 結果 

2025年 

1月 21日 

（対面） 

決議事項 

第1号議案  評議員会議長の選任の件 

第2号議案 第1期決算書承認の件 

第3号議案 議事録署名人2名選出の件 

 

可決 

可決 

可決 

2025年 

5月 22日 

（書面） 

決議事項 

議   案  理事2名選任の件 

 

可決 

2025年 

6月 19日 

（書面） 

決議事項 

議   案  定款一部変更の件 

 

可決 
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附 属 明 細 書 
 

 

当年度の事業報告には、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則」第 

34 条 第 3 項に規定する附属明細書に記載すべき「事業報告の内容を補足する重要な

事項」が存在しないため作成しない。 

 


